
死亡届を出された方へ 
 設楽町に住民登録されていた方が死亡され、次のいずれかに該当する場合は、お手数ですが担当課で手続きをお願いします。詳細や持ち物等は設楽町役場または
津具総合支所までお問い合わせください。 

設楽町役場 代表 ６２－０５１１ 津具総合支所 代表 ８３－２３０１  平日 ８：３０～１７：１５（土日・祝日・年末年始は休み） 

 

担当課 該当の方 手続き内容 持参するもの 

町民課 

62-0519 
（住民窓口） 

・印鑑登録証 

・住民基本台帳カード 

・個人番号カード   をお持ちの方 

□印鑑登録証 

□住民基本台帳カード 

□個人番号カード       の返却 

■印鑑登録証 

■住民基本台帳カード 

■個人番号カード（※所有者のみ） 

・国民年金に加入されていた方 □死亡届 

□未支給年金請求書      の提出 

■年金証書 

■認印 

■未支給年金請求者の通帳 

・世帯主が死亡された世帯 □世帯主変更届 ■認印 

（保険年金） ・国民健康保険 

に加入されていた方 

 

 

□保険証の回収 

□葬祭費の申請 

 

■保険証（減額証等関係証） 

■喪主がわかるもの 

■親族（葬祭執行者及びご遺族）の預金口座のわかるもの 

■認印（葬祭執行者及びご遺族） 

・国民健康保険の加入者がいる世帯の世

帯主だった方 

□国民健康保険加入者の保険証の変更 

 

■国民健康保険加入者の保険証 

 

・後期高齢者医療保険 

に加入されていた方 

□保険証の回収 

□葬祭費の申請 

■保険証（減額証等関係証） 

■喪主がわかるもの 

■親族（葬祭執行者及びご遺族）の預金口座のわかるもの 

■認印（葬祭執行者及びご遺族） 

・介護保険被保険者証の交付を受けてい

た方 

・６５歳以上の方 

・４０～６４歳の方 

（介護保険の認定を受けていた方） 

□介護保険証の返却 ■保険証 

（福祉民生） ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害

者保健福祉手帳・自立支援医療受給者

証をお持ちの方 

□各種手帳、受給者証の返却 

□手当停止の手続 

■手帳、受給者証 

■生計を同じくする親族等の預金口座のわかるもの 

■認印 

・児童手当・児童扶養手当等を受給され

ていた方 

□受給者の変更または喪失の届出 ■認印 

・児童の父または母が亡くなられた場合 □児童扶養手当等の案内 個別に対応 

裏面へ続く 



 

担当課 該当の方 手続き内容 持参するもの 

財政課 

62-0516 

・単身世帯の方で市民税・県民税が賦課

されている方 

□納税義務者の変更 個別に対応 

・原動機付き自転車を所有していた方 □ナンバープレート 

□標識交付証明書       の返却 

■ナンバープレート 

■標識交付証明書 

■認印（相続人の方） 

・固定資産（土地・家屋）を所有してい

た方 

□納税義務者の変更 

（相続人代表者指定届、口座振替変更届） 

個別に対応 

生活課 

62-0522 
・水道の使用者となっている方 □使用者変更  

・農業集落排水施設を使用している方 □使用者変更 

□世帯人数の変更 

 

産業課 

62-0527 

・農地を相続される方 

 

□農地法による届出 

 

■全部事項証明書（写し）又は登記完了証 

■認印 

・山林を相続される方 □森林法による届出 ■全部事項証明書（写し）又は登記完了証 

■認印 

建設課 

62-0528 

・町営住宅・県営住宅にお住まいの方 □入居世帯の異動届の提出 

□退去届 

□承継の承認申請書 

個別に対応 

・町営住宅・県営住宅入居者の連帯保証

人になっている方 

□町営住宅・県営住宅連帯保証人変更届 個別に対応 

企画ダム 

対策課 

62-0514 

・北設情報ネットワークに加入している    

 方 

□承継届 

□変更届 

□口座変更届 

■認印 

■お支払する方の預金口座のわかるもの 

 

該当する

課 

・町税・保険料・水道料等が未納となっ

ており、完納になっていない方 

（未納か不明の場合もお尋ねください） 

□町税・保険料・水道料等の未納額の確認 

□納付相談等 

■来庁者が相続人であるとわかる書類（戸籍謄本等） 

 

 その他、国・県・町からの各種手続の給付や手帳、証書の交付を受けていた場合は、受給権の廃止や手帳証書の返却が必要となることがあります。 

 ※なお、手続きによっては来庁された方の本人確認をさせて頂く場合がありますので、 

運転免許証、健康保険証等の提示をお願いします。 


